
 

介護保険条例参考例について 
 

 

 

 先般行われた全国介護保険担当課長ブロック会議資料において、保険料設定

に関する政令の公布後、条例参考例の確定版を送付することとしていたが、本

日、当該政令が公布されたことから、介護保険条例参考例の確定版をお示しす

るので、介護保険条例の改正の参考とされたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全国介護保険担当課長ブロック会議資料からの修正箇所】 
 

○第１５条 …  括弧書き「※令第三十九条第一項第六号を更に区分する場合」において、

①第５号イに地方税法の法律番号の追加、 

②第６号イ及び第７号イについて、改正施行令第３９条第１項第６号イ

を踏まえた表現に変更（※従前の「合計所得金額が何万円以上何万円

未満」の表現と同義であり、条例上、従前の表記であっても問題はな

い。）。 

○第１７条 …  第３項カッコ書き中「（第一項に規定する者を除く。）」を削り、「当該被保

険者」を「当該第一号被保険者」とする。（※表現の整理等） 

○現行条例附則第７条 

      …  見出しの変更。 

           （※改正法附則第３条の内容に則した表現に変更） 

○改正条例附則第３条 

      …  空欄であった政令番号の追加。 

【お問合せ】 

厚生労働省老健局介護保険課 

企画法令係  井 越 

℡03-5253-1111(内)2260 



事 務 連 絡 
平成１８年３月１日 

 
 
各都道府県介護保険担当課（室）長 様 
 
 

厚生労働省老健局介護保険課長  
 
 
 

介護保険条例参考例について 
 
 
 各市町村における介護保険条例の策定の参考に供するため、別添のとおり介護

保険条例参考例を改正したのでご活用願いたい。 
 
 
 
 



一
頁

（
別

添
）

○
何
市
（
区
、
町
、
村
）
介
護
保
険
条
例
（
参
考
例
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

＊
を
付
し
た
条
項
は
、
全
て
の
市
町
村
に
お
い
て
定
め
る
必
要
が
な
い
も
の
。

＊
を
付
し
た
条
項
は
、
全
て
の
市
町
村
に
お
い
て
定
め
る
必
要
が
な
い
も
の
。

目
次

目
次

第
一
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こ
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村
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行
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介
護
保
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区
、
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介
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健
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保
健
福
祉
事
業
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五
章

保
険
料
（
第
十
五
条
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十
五
条
）

第
五
章

保
険
料
（
第
十
五
条

第
二
十
五
条
）

｜

｜

第
六
章

罰
則
（
第
二
十
六
条

第
三
十
条
）

第
六
章

罰
則
（
第
二
十
六
条

第
三
十
条
）

｜

｜

附
則

附
則

第
一
章

こ
の
市
（
区
、
町
、
村
）
が
行
う
介
護
保
険

第
一
章

こ
の
市
（
区
、
町
、
村
）
が
行
う
介
護
保
険

（
こ
の
市
（
区
、
町
、
村
）
が
行
う
介
護
保
険
）

（
こ
の
市
（
区
、
町
、
村
）
が
行
う
介
護
保
険
）

第
一
条

こ
の
市
（
区
、
町
、
村
）
が
行
う
介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、
法
令
に

第
一
条

こ
の
市
（
区
、
町
、
村
）
が
行
う
介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、
法
令
に

定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
章

介
護
認
定
審
査
会

第
二
章

介
護
認
定
審
査
会

（
介
護
認
定
審
査
会
の
委
員
の
定
数
）

（
介
護
認
定
審
査
会
の
委
員
の
定
数
）

第
二
条

何
市
（
区
、
町
、
村
）
介
護
認
定
審
査
会
（
以
下
「
認
定
審
査
会
」

第
二
条

何
市
（
区
、
町
、
村
）
介
護
認
定
審
査
会
（
以
下
「
認
定
審
査
会
」

と
い
う
。
）
の
委
員
の
定
数
は
、
何
人
と
す
る
。

と
い
う
。
）
の
委
員
の
定
数
は
、
何
人
と
す
る
。

（
規
則
へ
の
委
任
）

（
規
則
へ
の
委
任
）

第
三
条

法
令
及
び
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
認
定
審
査
会
に
関
し

第
三
条

法
令
及
び
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
認
定
審
査
会
に
関
し



二
頁

必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

第
三
章

保
険
給
付

第
三
章

保
険
給
付

（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
に
係
る
区
分
支
給
限
度
基
準
額
）

（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
区
分
支
給
限
度
基
準
額
の
特
例
）

＊
第
四
条

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
区
分
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
区
分
支

＊
第
四
条

訪
問
通
所
サ
ー
ビ
ス
区
分
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
区
分
支

給
限
度
基
準
額
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下

給
限
度
基
準
額
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣

「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
大
臣
が
定

が
定
め
る
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
が
受
け
る
居
宅
サ
ー

め
る
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
が
受
け
る
訪
問
通
所
サ
ー

ビ
ス
等
区
分
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス

ビ
ス
区
分
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い

又
は
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い

て
算
定
さ
れ
る
単
位
数
の
合
計
が
次
に
掲
げ
る
要
介
護
状
態
区
分
に
応
じ
て

て
算
定
さ
れ
る
単
位
数
の
合
計
が
次
に
掲
げ
る
要
介
護
状
態
区
分
に
応
じ
て

そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
単
位
数
に
至
る
ま
で
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
が
訪
問

そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
単
位
数
に
至
る
ま
で
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
が
居
宅

通
所
サ
ー
ビ
ス
区
分
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ

サ
ー
ビ
ス
等
区
分
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー

ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
と
す
る
。

ビ
ス
又
は
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
と
す
る
。

一

要
介
護
一

何
単
位

一

要
介
護
一

何
単
位

二

要
介
護
二

何
単
位

二

要
介
護
二

何
単
位

三

要
介
護
三

何
単
位

三

要
介
護
三

何
単
位

四

要
介
護
四

何
単
位

四

要
介
護
四

何
単
位

五

要
介
護
五

何
単
位

五

要
介
護
五

何
単
位

２

短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
区
分
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
区
分
支
給
限
度

基
準
額
は
、
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
大
臣
が
定
め
る

額
に
か
か
わ
ら
ず
、
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
が
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
区
分
に

係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
日
数
の

合
計
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
要
介
護
状
態
区
分
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
短
期
入
所
限
度
額
管
理
期
間
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
日
数
に
至
る
ま
で
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
が
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
区
分
に

係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
額
と
す
る
。



三
頁

要
介
護
状
態
区
分

短
期
入
所
限
度
額
管

日

数

理
期
間

要
介
護
一
又
は
要
介

六
月
間

何
日

護
二

六
月
間
以
外

何
日
に
短
期
入
所
限
度
額
管

理
期
間
の
月
数
を
六
で
除
し

て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日

数
（
一
日
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
日
に

切
り
上
げ
た
日
数
）

要
介
護
三
又
は
要
介

六
月
間

何
日

護
四

六
月
間
以
外

何
日
に
短
期
入
所
限
度
額
管

理
期
間
の
月
数
を
六
で
除
し

て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日

数
（
一
日
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
日
に

切
り
上
げ
た
日
数
）

要
介
護
五

六
月
間

何
日

六
月
間
以
外

何
日
に
短
期
入
所
限
度
額
管

理
期
間
の
月
数
を
六
で
除
し

て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日

数
（
一
日
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
日
に

切
り
上
げ
た
日
数
）



四
頁

（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
に
係
る
種
類
支
給
限
度
基
準
額
）

（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
種
類
支
給
限
度
基
準
額
）

＊
第
五
条

何
々
（
注
一
）
に
係
る
法
第
四
十
三
条
第
四
項
の
居
宅
介
護
サ
ー

＊
第
五
条

何
々
（
注
一
）
に
係
る
法
第
四
十
三
条
第
四
項
の
居
宅
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
等
種
類
支
給
限
度
基
準
額
は
、
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
が
受
け
る
何

ビ
ス
費
種
類
支
給
限
度
基
準
額
は
、
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
が
受
け
る
何
々

々
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
算
定
さ
れ
る
単
位
数
の
合
計

又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
算
定
さ
れ
る
単
位
数
の
合
計
が

が
次
に
掲
げ
る
要
介
護
状
態
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
単
位
数

次
に
掲
げ
る
要
介
護
状
態
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
単
位
数
に

に
至
る
ま
で
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
が
何
々
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ

至
る
ま
で
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
が
何
々
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス

ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
と
す
る
。

を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
と
す
る
。

一

要
介
護
一

何
単
位

一

要
介
護
一

何
単
位

二

要
介
護
二

何
単
位

二

要
介
護
二

何
単
位

三

要
介
護
三

何
単
位

三

要
介
護
三

何
単
位

四

要
介
護
四

何
単
位

四

要
介
護
四

何
単
位

五

要
介
護
五

何
単
位

五

要
介
護
五

何
単
位

（
居
宅
介
護
福
祉
用
具
購
入
費
に
係
る
支
給
限
度
基
準
額
）

（
居
宅
介
護
福
祉
用
具
購
入
費
に
係
る
支
給
限
度
基
準
額
）

＊
第
六
条

法
第
四
十
四
条
第
四
項
の
居
宅
介
護
福
祉
用
具
購
入
費
支
給
限
度

＊
第
六
条

法
第
四
十
四
条
第
四
項
の
居
宅
介
護
福
祉
用
具
購
入
費
支
給
限
度

基
準
額
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
に
か
か
わ
ら

基
準
額
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
大
臣
が
定
め
る
額
に
か
か
わ
ら
ず
、

ず
、
何
円
と
す
る
。

何
円
と
す
る
。

（
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
に
係
る
支
給
限
度
基
準
額
）

（
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
に
係
る
支
給
限
度
基
準
額
）

＊
第
七
条

法
第
四
十
五
条
第
五
項
の
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
支
給
限
度
基
準

＊
第
七
条

法
第
四
十
五
条
第
五
項
の
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
支
給
限
度
基
準

額
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
に
か
か
わ
ら
ず
、

額
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
大
臣
が
定
め
る
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
何
円

何
円
と
す
る
。

と
す
る
。

（
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
等
に
係
る
区
分
支
給
限
度
基
準
額
）

（
居
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
等
に
係
る
区
分
支
給
限
度
基
準
額
）

＊
第
八
条

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
区
分
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
等
区

＊
第
八
条

訪
問
通
所
サ
ー
ビ
ス
区
分
に
係
る
居
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
区
分
支

分
支
給
限
度
基
準
額
は
、
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労

給
限
度
基
準
額
は
、
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
大
臣
が
定



五
頁

働
大
臣
が
定
め
る
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
受
け
る
介

め
る
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
受
け
る
訪
問
通
所
サ
ー

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
区
分
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相

ビ
ス
区
分
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い

当
す
る
サ
ー
ビ
ス
又
は
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に

て
算
定
さ
れ
る
単
位
数
の
合
計
が
何
単
位
に
至
る
ま
で
居
宅
要
支
援
被
保
険

相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
算
定
さ
れ
る
単
位
数
の
合
計
が
次
に
掲
げ
る

者
が
訪
問
通
所
サ
ー
ビ
ス
区
分
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
又
は
こ
れ
に
相
当
す

要
支
援
状
態
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
単
位
数
に
至
る
ま
で
居

る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
と
す
る
。

宅
要
支
援
被
保
険
者
が
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
区
分
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
又
は
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

額
と
す
る
。

一

要
支
援
一

何
単
位

二

要
支
援
二

何
単
位

２

短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
区
分
に
係
る
居
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
区
分
支
給
限
度

基
準
額
は
、
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
大
臣
が
定
め
る
額

に
か
か
わ
ら
ず
、
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
区
分
に
係

る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
日
数
の
合

計
が
、
短
期
入
所
限
度
額
管
理
期
間
が
六
月
間
の
場
合
は
何
日
に
至
る
ま
で

、
短
期
入
所
限
度
額
管
理
期
間
が
六
月
間
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
何
日
に

短
期
入
所
限
度
額
管
理
期
間
の
月
数
を
六
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た

日
数
（
一
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
た
日
数
）
に

至
る
ま
で
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
区
分
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
又
は
こ
れ
に
相

当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
と
す
る
。

（
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
等
に
係
る
種
類
支
給
限
度
基
準
額
）

（
居
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
等
に
係
る
種
類
支
給
限
度
基
準
額
）

＊
第
九
条

何
々
（
注
二
）
に
係
る
法
第
五
十
五
条
第
四
項
の
介
護
予
防
サ
ー

＊
第
九
条

何
々
（
注
二
）
に
係
る
法
第
五
十
五
条
第
四
項
の
居
宅
支
援
サ
ー

ビ
ス
費
等
種
類
支
給
限
度
基
準
額
は
、
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
受
け
る
何

ビ
ス
費
種
類
支
給
限
度
基
準
額
は
、
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
受
け
る
何
々

々
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
算
定
さ
れ
る
単
位
数
の
合
計

又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
算
定
さ
れ
る
単
位
数
の
合
計
が

が
次
に
掲
げ
る
要
支
援
状
態
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
単
位
数

何
単
位
に
至
る
ま
で
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
何
々
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る

に
至
る
ま
で
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
何
々
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
と
す
る
。

ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
と
す
る
。

一

要
支
援
一

何
単
位



六
頁

二

要
支
援
二

何
単
位

（
介
護
予
防
福
祉
用
具
購
入
費
に
係
る
支
給
限
度
基
準
額
）

（
居
宅
支
援
福
祉
用
具
購
入
費
に
係
る
支
給
限
度
基
準
額
）

＊
第
十
条

法
第
五
十
六
条
第
四
項
の
介
護
予
防
福
祉
用
具
購
入
費
支
給
限
度

＊
第
十
条

法
第
五
十
六
条
第
四
項
の
居
宅
支
援
福
祉
用
具
購
入
費
支
給
限
度

基
準
額
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
に
か
か
わ
ら

基
準
額
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
大
臣
が
定
め
る
額
に
か
か
わ
ら
ず
、

ず
、
何
円
と
す
る
。

何
円
と
す
る
。

（
介
護
予
防
住
宅
改
修
費
に
係
る
支
給
限
度
基
準
額
）

（
居
宅
支
援
住
宅
改
修
費
に
係
る
支
給
限
度
基
準
額
）

＊
第
十
一
条

法
第
五
十
七
条
第
四
項
の
介
護
予
防
住
宅
改
修
費
支
給
限
度
基

＊
第
十
一
条

法
第
五
十
七
条
第
四
項
の
居
宅
支
援
住
宅
改
修
費
支
給
限
度
基

準
額
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
に
か
か
わ
ら
ず

準
額
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
大
臣
が
定
め
る
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
何

、
何
円
と
す
る
。

円
と
す
る
。

（
市
町
村
特
別
給
付
）

（
市
町
村
特
別
給
付
）

＊
第
十
二
条

こ
の
市
（
区
、
町
、
村
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
種
類
の
市

＊
第
十
二
条

こ
の
市
（
区
、
町
、
村
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
種
類
の
市

町
村
特
別
給
付
を
行
う
。

町
村
特
別
給
付
を
行
う
。

一

何
々
費
の
支
給

一

何
々
費
の
支
給

㈡

㈡

２

前
項
各
号
に
規
定
す
る
市
町
村
特
別
給
付
費
の
支
給
は
、
次
に
掲
げ
る
と

２

前
項
各
号
に
規
定
す
る
市
町
村
特
別
給
付
費
の
支
給
は
、
次
に
掲
げ
る
と

こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

何
々
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
何
々
と
す
る
。

一

何
々
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
何
々
と
す
る
。

㈡

㈡

第
四
章

保
健
福
祉
事
業

第
四
章

保
健
福
祉
事
業

（
保
健
福
祉
事
業
）

（
保
健
福
祉
事
業
）

＊
第
十
三
条

こ
の
市
（
区
、
町
、
村
）
は
、
要
介
護
被
保
険
者
を
現
に
介
護

＊
第
十
三
条

こ
の
市
（
区
、
町
、
村
）
は
、
介
護
者
等
に
対
す
る
介
護
方
法

す
る
者
の
支
援
の
た
め
に
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
。

の
指
導
そ
の
他
の
介
護
者
等
の
支
援
の
た
め
に
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
。

一

何
々

一

何
々

㈡

㈡

２

こ
の
市
（
区
、
町
、
村
）
は
、
被
保
険
者
が
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と

２

こ
の
市
（
区
、
町
、
村
）
は
、
被
保
険
者
が
要
介
護
状
態
と
な
る
こ
と
を

を
予
防
す
る
た
め
に
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
。

予
防
す
る
た
め
に
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
。



七
頁

一

何
々

一

何
々

㈡

㈡

３

こ
の
市
（
区
、
町
、
村
）
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
及
び
指
定
居
宅
介
護

３

こ
の
市
（
区
、
町
、
村
）
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
及
び
指
定
居
宅
介
護

支
援
の
事
業
並
び
に
介
護
保
険
施
設
の
運
営
そ
の
他
の
保
険
給
付
の
た
め
に

支
援
の
事
業
並
び
に
介
護
保
険
施
設
の
運
営
そ
の
他
の
保
険
給
付
の
た
め
に

次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
。

次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
。

一

何
々

一

何
々

㈡

㈡

４

こ
の
市
（
区
、
町
、
村
）
は
、
被
保
険
者
が
利
用
す
る
介
護
給
付
等
対
象

４

こ
の
市
（
区
、
町
、
村
）
は
、
被
保
険
者
が
利
用
す
る
介
護
給
付
等
対
象

サ
ー
ビ
ス
の
た
め
の
費
用
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
次
に
掲
げ
る
事

サ
ー
ビ
ス
等
の
た
め
の
費
用
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
次
に
掲
げ
る

業
を
行
う
。

事
業
を
行
う
。

一

何
々

一

何
々

㈡

㈡

＊
第
十
四
条

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
健
福
祉
事
業
に
関
し
て
必
要

＊
第
十
四
条

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
健
福
祉
事
業
に
関
し
て
必
要

な
事
項
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

な
事
項
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第
五
章

保
険
料

第
五
章

保
険
料

（
保
険
料
率
）

（
保
険
料
率
）

第
十
五
条

平
成
何
年
度
か
ら
平
成
何
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料

第
十
五
条

平
成
何
年
度
か
ら
平
成
何
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料

率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
第
一
号
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当

率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
第
一
号
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
。
以
下
「
令
」

一

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
。
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

何
円

と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

何
円

二

令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

何
円

二

令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

何
円

三

令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

何
円

三

令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

何
円

四

令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

何
円

四

令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

何
円

五

令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者

何
円

五

令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者

何
円

六

令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
者

何
円

＊
２

平
成
何
年
度
か
ら
平
成
何
年
度
ま
で
の
令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
五
号

＊
２

平
成
何
年
度
か
ら
平
成
何
年
度
ま
で
の
令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
四
号

の
基
準
所
得
金
額
は
、
令
第
三
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
保
険

の
基
準
所
得
金
額
は
、
令
第
三
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
保
険



八
頁

法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
百
四
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
何
万
円
と
す
る
。

う
。
）
第
百
四
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
何
万
円
と
す
る
。

※
令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
六
号
を
更
に
区
分
し
な
い
場
合

一

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

何
円

一

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

何
円

二

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

何
円

二

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

何
円

三

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

何
円

三

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

何
円

四

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

何
円

四

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

何
円

五

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者

何
円

五

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者

何
円

六

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
者

何
円

六

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
者

何
円

七

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
者

何
円

２

平
成
何
年
度
か
ら
平
成
何
年
度
ま
で
の
令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
五
号
イ

２

平
成
何
年
度
か
ら
平
成
何
年
度
ま
で
の
令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
四
号
イ

の
市
町
村
の
定
め
る
額
は
、
何
万
円
と
す
る
。

の
市
町
村
の
定
め
る
額
は
、
何
万
円
と
す
る
。

３

平
成
何
年
度
か
ら
平
成
何
年
度
ま
で
の
令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
六
号
イ

３

平
成
何
年
度
か
ら
平
成
何
年
度
ま
で
の
令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
五
号
イ

の
市
町
村
の
定
め
る
額
は
、
何
万
円
と
す
る
。

の
市
町
村
の
定
め
る
額
は
、
何
万
円
と
す
る
。

※
令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
六
号
を
更
に
区
分
す
る
場
合

一

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

何
円

二

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

何
円

三

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

何
円

四

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

何
円

五

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
百
九
十

二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
以
下
「
合
計
所

得
金
額
」
と
い
う
。
）
が
何
万
円
未
満
で
あ
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
前

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

ロ

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ



九
頁

の
号
の
区
分
に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い

状
態
と
な
る
も
の
（
令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
⑴
に
係
る
部

分
を
除
く
。
）
、
次
号
ロ
又
は
第
七
号
ロ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

六

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ

合
計
所
得
金
額
が
何
万
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ

に
も
該
当
し
な
い
も
の

ロ

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ

の
号
の
区
分
に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い

状
態
と
な
る
も
の
（
令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
⑴
に
係
る
部

分
を
除
く
。
）
又
は
次
号
ロ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

七

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ

合
計
所
得
金
額
が
何
万
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ

に
も
該
当
し
な
い
も
の

ロ

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ

の
号
の
区
分
に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い

状
態
と
な
る
も
の
（
令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
⑴
に
係
る
部

分
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

㈧㈨

前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者

何
円

（
普
通
徴
収
に
係
る
納
期
）

（
普
通
徴
収
に
係
る
納
期
）

第
十
六
条

普
通
徴
収
に
係
る
保
険
料
の
納
期
（
以
下
「
納
期
」
と
い
う
。
）

第
十
六
条

普
通
徴
収
に
係
る
保
険
料
の
納
期
（
以
下
「
納
期
」
と
い
う
。
）

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一
期

四
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

第
一
期

四
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

第
二
期

七
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

第
二
期

七
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

第
三
期

十
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

第
三
期

十
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

第
四
期

一
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

第
四
期

一
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

（
第

条

保
険
料
は
、
毎
月
末
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）

（
第

条

保
険
料
は
、
毎
月
末
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）

２

前
項
に
規
定
す
る
納
期
に
よ
り
が
た
い
第
一
号
被
保
険
者
に
係
る
納
期
は

２

前
項
に
規
定
す
る
納
期
に
よ
り
が
た
い
第
一
号
被
保
険
者
に
係
る
納
期
は
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、
市
（
区
、
町
、
村
）
長
が
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

、
市
（
区
、
町
、
村
）
長
が
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
市
（
区
、
町
、
村
）
長
は
、
当
該
第
一
号
被
保
険
者
（
及
び
連
帯
納

い
て
、
市
（
区
、
町
、
村
）
長
は
、
当
該
第
一
号
被
保
険
者
（
及
び
連
帯
納

付
義
務
者
（
法
第
百
三
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料

付
義
務
者
（
法
第
百
三
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料

を
連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
を
負
う
者
を
い
う
。
第
二
十
条
に
お
い
て
同
じ

を
連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
を
負
う
者
を
い
う
。
第
二
十
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
）
に
対
し
そ
の
納
期
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
注
三
）

。
）
）
に
対
し
そ
の
納
期
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
注
三
）

３

納
期
ご
と
の
分
割
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
分

３

納
期
ご
と
の
分
割
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
分

割
金
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
は
、

割
金
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
は
、

す
べ
て
最
初
の
納
期
（
注
四
）
に
係
る
分
割
金
額
に
合
算
す
る
も
の
と
す
る

す
べ
て
最
初
の
納
期
（
注
四
）
に
係
る
分
割
金
額
に
合
算
す
る
も
の
と
す
る

。

。

（
賦
課
期
日
後
に
お
い
て
第
一
号
被
保
険
者
の
資
格
取
得
、
喪
失
等
が
あ
っ

（
賦
課
期
日
後
に
お
い
て
第
一
号
被
保
険
者
の
資
格
取
得
、
喪
失
等
が
あ
っ

た
場
合
）

た
場
合
）

第
十
七
条

保
険
料
の
賦
課
期
日
後
に
第
一
号
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た

第
十
七
条

保
険
料
の
賦
課
期
日
後
に
第
一
号
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た

場
合
に
お
け
る
当
該
第
一
号
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の
額
の
算
定
は
、
第

場
合
に
お
け
る
当
該
第
一
号
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の
額
の
算
定
は
、
第

一
号
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
月
割
り
を
も
っ
て

一
号
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
月
割
り
を
も
っ
て

行
う
。

行
う
。

２

保
険
料
の
賦
課
期
日
後
に
第
一
号
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
場
合
に

２

保
険
料
の
賦
課
期
日
後
に
第
一
号
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
場
合
に

お
け
る
当
該
第
一
号
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の
額
の
算
定
は
、
第
一
号
被

お
け
る
当
該
第
一
号
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の
額
の
算
定
は
、
第
一
号
被

保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
月
割
り
を
も
っ
て

保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
月
割
り
を
も
っ
て

行
う
。

行
う
。

３

保
険
料
の
賦
課
期
日
後
に
令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
同
号
に
規

３

保
険
料
の
賦
課
期
日
後
に
令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
同
号
に
規

定
す
る
老
齢
福
祉
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
に
至
っ
た
者
及
び
⑴
に
係
る
者

定
す
る
老
齢
福
祉
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
に
至
っ
た
者
及
び
⑴
に
係
る
者

を
除
く
。
）
、
ロ
及
び
ハ
、
第
二
号
ロ
、
第
三
号
ロ
、
第
四
号
ロ
又
は
第
五

を
除
く
。
）
、
ロ
及
び
ハ
、
第
二
号
ロ
、
第
三
号
ロ
又
は
第
四
号
ロ
に
該
当

号
ロ
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
第
一
号
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の
額
は
、
当

す
る
に
至
っ
た
第
一
号
被
保
険
者
（
第
一
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
に

該
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
月
割
り
に
よ
り
算
定
し

係
る
保
険
料
の
額
は
、
当
該
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま

た
当
該
第
一
号
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の
額
と
当
該
該
当
す
る
に
至
っ
た

で
月
割
り
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
第
一
号
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の
額
と

日
の
属
す
る
月
か
ら
令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い

当
該
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一

ず
れ
か
に
規
定
す
る
者
と
し
て
月
割
り
に
よ
り
算
定
し
た
保
険
料
の
額
の
合

号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
規
定
す
る
者
と
し
て
月
割
り
に
よ
り
算

算
額
と
す
る
。

定
し
た
保
険
料
の
額
の
合
算
額
と
す
る
。
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３

保
険
料
の
賦
課
期
日
後
に
令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
同
号
に
規

３

保
険
料
の
賦
課
期
日
後
に
令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
同
号
に
規

定
す
る
老
齢
福
祉
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
に
至
っ
た
者
及
び
⑴
に
係
る
者

定
す
る
老
齢
福
祉
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
に
至
っ
た
者
及
び
⑴
に
係
る
者

を
除
く
。
）
、
ロ
及
び
ハ
、
第
二
号
ロ
、
第
三
号
ロ
、
第
四
号
ロ
、
第
五
号

を
除
く
。
）
、
ロ
及
び
ハ
、
第
二
号
ロ
、
第
三
号
ロ
、
第
四
号
ロ
並
び
に
第

ロ
並
び
に
第
六
号
ロ
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
第
一
号
被
保
険
者
に
係
る
保
険

五
号
ロ
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
第
一
号
被
保
険
者
（
第
一
項
に
規
定
す
る
者

料
の
額
は
、
当
該
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
月
割
り

を
除
く
。
）
に
係
る
保
険
料
の
額
は
、
当
該
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
の
属
す

に
よ
り
算
定
し
た
当
該
第
一
号
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の
額
と
当
該
該
当

る
月
の
前
月
ま
で
月
割
り
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料

す
る
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第

の
額
と
当
該
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
令
第
三
十
九
条
第
一

六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
規
定
す
る
者
と
し
て
月
割
り
に
よ
り
算
定
し
た
保

項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
規
定
す
る
者
と
し
て
月
割
り
に

険
料
の
額
の
合
算
額
と
す
る
。

よ
り
算
定
し
た
保
険
料
の
額
の
合
算
額
と
す
る
。

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
当
該
年
度
に
お
け
る
保
険
料
の
額
に

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
当
該
年
度
に
お
け
る
保
険
料
の
額
に

何
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

何
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

（
普
通
徴
収
の
特
例
）

（
普
通
徴
収
の
特
例
）

＊
第
十
八
条

保
険
料
の
額
の
算
定
の
基
礎
に
用
い
る
市
（
区
、
町
、
村
）
民

＊
第
十
八
条

保
険
料
の
額
の
算
定
の
基
礎
に
用
い
る
市
（
区
、
町
、
村
）
民

税
の
課
税
非
課
税
の
別
又
は
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十

税
の
課
税
非
課
税
の
別
又
は
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十

六
号
）
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
が

六
号
）
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
が

確
定
し
な
い
た
め
当
該
年
度
分
の
保
険
料
の
額
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な

確
定
し
な
い
た
め
当
該
年
度
分
の
保
険
料
の
額
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
確
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
到
来
す
る
納

い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
確
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
到
来
す
る
納

期
に
お
い
て
徴
収
す
べ
き
保
険
料
に
限
り
、
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
、

期
に
お
い
て
徴
収
す
べ
き
保
険
料
に
限
り
、
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
、

そ
の
者
の
前
年
度
の
保
険
料
の
額
を
当
該
年
度
の
当
該
保
険
料
に
係
る
納
期

そ
の
者
の
前
年
度
の
保
険
料
の
額
を
当
該
年
度
の
当
該
保
険
料
に
係
る
納
期

の
数
で
除
し
て
得
た
額
（
市
（
区
、
町
、
村
）
長
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に

の
数
で
除
し
て
得
た
額
（
市
（
区
、
町
、
村
）
長
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
（
区
、
町
、
村
）
長
が
定
め
る

お
い
て
は
、
当
該
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
（
区
、
町
、
村
）
長
が
定
め
る

額
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
納
期
に
係
る
保
険
料
と
し
て
普
通
徴
収
す

額
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
納
期
に
係
る
保
険
料
と
し
て
普
通
徴
収
す

る
。

る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
を
賦
課
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
険
料

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
を
賦
課
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
険
料

の
額
が
当
該
年
度
分
の
保
険
料
の
額
に
満
た
な
い
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当

の
額
が
当
該
年
度
分
の
保
険
料
の
額
に
満
た
な
い
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当

該
年
度
分
の
保
険
料
の
額
が
確
定
し
た
日
以
後
に
お
い
て
そ
の
不
足
額
を
徴

該
年
度
分
の
保
険
料
の
額
が
確
定
し
た
日
以
後
に
お
い
て
そ
の
不
足
額
を
徴

収
し
、
す
で
に
徴
収
し
た
保
険
料
が
当
該
年
度
分
の
保
険
料
の
額
を
超
え
る

収
し
、
す
で
に
徴
収
し
た
保
険
料
が
当
該
年
度
分
の
保
険
料
の
額
を
超
え
る

こ
と
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
過
納
額
を
還
付
し
、
又
は
当
該
第
一
号
被
保
険

こ
と
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
過
納
額
を
還
付
し
、
又
は
当
該
第
一
号
被
保
険



一
二
頁

者
の
未
納
に
係
る
徴
収
金
に
充
当
す
る
。

者
の
未
納
に
係
る
徴
収
金
に
充
当
す
る
。

（
普
通
徴
収
の
特
例
に
係
る
保
険
料
額
の
修
正
の
申
出
等
）

（
普
通
徴
収
の
特
例
に
係
る
保
険
料
額
の
修
正
の
申
出
等
）

＊
第
十
九
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
を
賦
課
し
た
場
合
に
お
い

＊
第
十
九
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
を
賦
課
し
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
年
度
分
の
保
険
料
の
額
が
前
年
度
の
保
険
料
の
額
の
二
分
の
一
に

て
、
当
該
年
度
分
の
保
険
料
の
額
が
前
年
度
の
保
険
料
の
額
の
二
分
の
一
に

相
当
す
る
額
に
満
た
な
い
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
項
の
規

相
当
す
る
額
に
満
た
な
い
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
項
の
規

定
に
よ
り
保
険
料
を
普
通
徴
収
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に

定
に
よ
り
保
険
料
を
普
通
徴
収
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に

よ
り
算
定
さ
れ
た
保
険
料
の
額
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年

よ
り
算
定
さ
れ
た
保
険
料
の
額
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
納
入
の
通
知
の
交
付

法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
納
入
の
通
知
の
交
付

を
受
け
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
市
（
区
、
町
、
村
）
長
に
同
項
の
規
定
に

を
受
け
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
市
（
区
、
町
、
村
）
長
に
同
項
の
規
定
に

よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
保
険
料
額
の
修
正
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
保
険
料
額
の
修
正
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
修
正
の
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
修
正
の
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申

出
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
市
（
区
、
町
、

出
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
市
（
区
、
町
、

村
）
長
は
、
当
該
年
度
分
の
保
険
料
の
額
の
見
積
額
を
基
礎
と
し
て
、
前
条

村
）
長
は
、
当
該
年
度
分
の
保
険
料
の
額
の
見
積
額
を
基
礎
と
し
て
、
前
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
保
険
料
の
額
を
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
保
険
料
の
額
を
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

（
保
険
料
の
額
の
通
知
）

（
保
険
料
の
額
の
通
知
）

第
二
十
条

保
険
料
の
額
が
定
ま
っ
た
と
き
は
、
市
（
区
、
町
、
村
）
長
は
、

第
二
十
条

保
険
料
の
額
が
定
ま
っ
た
と
き
は
、
市
（
区
、
町
、
村
）
長
は
、

速
や
か
に
、
こ
れ
を
第
一
号
被
保
険
者
（
及
び
連
帯
納
付
義
務
者
）
に
通
知

速
や
か
に
、
こ
れ
を
第
一
号
被
保
険
者
（
及
び
連
帯
納
付
義
務
者
）
に
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
額
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
額
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る

。

。

（
保
険
料
の
督
促
手
数
料
）

（
保
険
料
の
督
促
手
数
料
）

第
二
十
一
条

保
険
料
の
督
促
手
数
料
は
、
督
促
状
一
通
に
つ
き
何
円
と
す
る

第
二
十
一
条

保
険
料
の
督
促
手
数
料
は
、
督
促
状
一
通
に
つ
き
何
円
と
す
る

。

。

（
延
滞
金
）

（
延
滞
金
）

第
二
十
二
条

法
第
百
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
普
通
徴
収
に
係
る
保
険
料
の

第
二
十
二
条

法
第
百
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
普
通
徴
収
に
係
る
保
険
料
の

納
付
義
務
を
負
う
者
（
以
下
「
保
険
料
の
納
付
義
務
者
」
と
い
う
。
）
は
、

納
付
義
務
を
負
う
者
（
以
下
「
保
険
料
の
納
付
義
務
者
」
と
い
う
。
）
は
、



一
三
頁

納
期
限
後
に
そ
の
保
険
料
を
納
付
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
納
付
金
額

納
期
限
後
に
そ
の
保
険
料
を
納
付
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
納
付
金
額

に
、
そ
の
納
期
限
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
期
間
に
応
じ
、
当
該
金
額

に
、
そ
の
納
期
限
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
期
間
に
応
じ
、
当
該
金
額

に
つ
き
年
何
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
も
っ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延

に
つ
き
年
何
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
も
っ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延

滞
金
額
を
加
算
し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
延
滞
金
額
が

滞
金
額
を
加
算
し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
延
滞
金
額
が

十
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

十
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
年
当
た
り
の
割
合
は
、
閏
年
の
日
を
含
む
期
間
に
つ
い

２

前
項
に
規
定
す
る
年
当
た
り
の
割
合
は
、
閏
年
の
日
を
含
む
期
間
に
つ
い

て
も
、
三
百
六
十
五
日
当
た
り
の
割
合
と
す
る
。

て
も
、
三
百
六
十
五
日
当
た
り
の
割
合
と
す
る
。

（
保
険
料
の
徴
収
猶
予
）

（
保
険
料
の
徴
収
猶
予
）

第
二
十
三
条

市
（
区
、
町
、
村
）
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

第
二
十
三
条

市
（
区
、
町
、
村
）
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
こ
と
に
よ
り
そ
の
納
付
す
べ
き
保
険
料
の
全
部
又
は
一
部
を
一
時
に
納
付

る
こ
と
に
よ
り
そ
の
納
付
す
べ
き
保
険
料
の
全
部
又
は
一
部
を
一
時
に
納
付

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
納
付
義
務
者
の
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
納
付
義
務
者
の
申
請

に
よ
っ
て
、
そ
の
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
金
額
を
限
度

に
よ
っ
て
、
そ
の
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
金
額
を
限
度

と
し
て
、
六
か
月
（
何
か
月
）
以
内
の
期
間
を
限
っ
て
徴
収
猶
予
す
る
こ
と

と
し
て
、
六
か
月
（
何
か
月
）
以
内
の
期
間
を
限
っ
て
徴
収
猶
予
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

一

第
一
号
被
保
険
者
又
は
そ
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す

一

第
一
号
被
保
険
者
又
は
そ
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す

る
者
が
、
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
災
害
に
よ
り

る
者
が
、
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
災
害
に
よ
り

、
住
宅
、
家
財
又
は
そ
の
他
の
財
産
に
つ
い
て
著
し
い
損
害
を
受
け
た
こ

、
住
宅
、
家
財
又
は
そ
の
他
の
財
産
に
つ
い
て
著
し
い
損
害
を
受
け
た
こ

と
。

と
。

二

第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
が

二

第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
が

死
亡
し
た
こ
と
、
又
は
そ
の
者
が
心
身
に
重
大
な
障
害
を
受
け
、
若
し
く

死
亡
し
た
こ
と
、
又
は
そ
の
者
が
心
身
に
重
大
な
障
害
を
受
け
、
若
し
く

は
長
期
間
入
院
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
者
の
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た

は
長
期
間
入
院
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
者
の
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た

こ
と
。

こ
と
。

三

第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の

三

第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の

収
入
が
、
事
業
又
は
業
務
の
休
廃
止
、
事
業
に
お
け
る
著
し
い
損
失
、
失

収
入
が
、
事
業
又
は
業
務
の
休
廃
止
、
事
業
に
お
け
る
著
し
い
損
失
、
失

業
等
に
よ
り
著
し
く
減
少
し
た
こ
と
。

業
等
に
よ
り
著
し
く
減
少
し
た
こ
と
。

四

第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の

四

第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の

収
入
が
、
干
ば
つ
、
冷
害
、
凍
霜
害
等
に
よ
る
農
作
物
の
不
作
、
不
漁
そ

収
入
が
、
干
ば
つ
、
冷
害
、
凍
霜
害
等
に
よ
る
農
作
物
の
不
作
、
不
漁
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る
理
由
に
よ
り
著
し
く
減
少
し
た
こ
と
。

の
他
こ
れ
に
類
す
る
理
由
に
よ
り
著
し
く
減
少
し
た
こ
と
。

２

前
項
の
申
請
を
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
徴

２

前
項
の
申
請
を
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
徴



一
四
頁

収
猶
予
を
必
要
と
す
る
理
由
を
証
明
す
べ
き
書
類
を
添
付
し
て
、
市
（
区
、

収
猶
予
を
必
要
と
す
る
理
由
を
証
明
す
べ
き
書
類
を
添
付
し
て
、
市
（
区
、

町
、
村
）
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

町
、
村
）
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
号
被
保
険
者
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す

一

第
一
号
被
保
険
者
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す

る
者
の
氏
名
及
び
住
所

る
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

徴
収
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
保
険
料
の
額
及
び
納
期
限
又
は
当
該
保

二

徴
収
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
保
険
料
の
額
及
び
納
期
限
又
は
当
該
保

険
料
の
徴
収
に
係
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
に
係
る
月

険
料
の
徴
収
に
係
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
に
係
る
月

三

徴
収
猶
予
を
必
要
と
す
る
理
由

三

徴
収
猶
予
を
必
要
と
す
る
理
由

（
保
険
料
の
減
免
）

（
保
険
料
の
減
免
）

第
二
十
四
条

市
（
区
、
町
、
村
）
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

第
二
十
四
条

市
（
区
、
町
、
村
）
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
の
う
ち
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
保
険
料
を
減
免
す
る

る
者
の
う
ち
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
保
険
料
を
減
免
す
る

。

。

一

第
一
号
被
保
険
者
又
は
そ
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す

一

第
一
号
被
保
険
者
又
は
そ
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す

る
者
が
、
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
災
害
に
よ
り

る
者
が
、
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
災
害
に
よ
り

、
住
宅
、
家
財
又
は
そ
の
他
の
財
産
に
つ
い
て
著
し
い
損
害
を
受
け
た
こ

、
住
宅
、
家
財
又
は
そ
の
他
の
財
産
に
つ
い
て
著
し
い
損
害
を
受
け
た
こ

と
。

と
。

二

第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
が

二

第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
が

死
亡
し
た
こ
と
、
又
は
そ
の
者
が
心
身
に
重
大
な
障
害
を
受
け
、
若
し
く

死
亡
し
た
こ
と
、
又
は
そ
の
者
が
心
身
に
重
大
な
障
害
を
受
け
、
若
し
く

は
長
期
間
入
院
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
者
の
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た

は
長
期
間
入
院
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
者
の
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た

こ
と
。

こ
と
。

三

第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の

三

第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の

収
入
が
、
事
業
又
は
業
務
の
休
廃
止
、
事
業
に
お
け
る
著
し
い
損
失
、
失

収
入
が
、
事
業
又
は
業
務
の
休
廃
止
、
事
業
に
お
け
る
著
し
い
損
失
、
失

業
等
に
よ
り
著
し
く
減
少
し
た
こ
と
。

業
等
に
よ
り
著
し
く
減
少
し
た
こ
と
。

四

第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の

四

第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の

収
入
が
、
干
ば
つ
、
冷
害
、
凍
霜
害
等
に
よ
る
農
作
物
の
不
作
、
不
漁
そ

収
入
が
、
干
ば
つ
、
冷
害
、
凍
霜
害
等
に
よ
る
農
作
物
の
不
作
、
不
漁
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る
理
由
に
よ
り
著
し
く
減
少
し
た
こ
と
。

の
他
こ
れ
に
類
す
る
理
由
に
よ
り
著
し
く
減
少
し
た
こ
と
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
普
通
徴

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
普
通
徴

収
の
方
法
に
よ
り
保
険
料
を
徴
収
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
納
期
限
前
七

収
の
方
法
に
よ
り
保
険
料
を
徴
収
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
納
期
限
前
七

日
ま
で
に
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
保
険
料
を
徴
収
さ
れ
て
い
る
者
に
つ

日
ま
で
に
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
保
険
料
を
徴
収
さ
れ
て
い
る
者
に
つ

い
て
は
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
に
係
る
月
の
前
前
月
の
十
五
日
ま

い
て
は
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
に
係
る
月
の
前
前
月
の
十
五
日
ま



一
五
頁

で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る

で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る

理
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
市
（
区
、
町
、
村
）
長
に
提
出
し
な

理
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
市
（
区
、
町
、
村
）
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
号
被
保
険
者
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す

一

第
一
号
被
保
険
者
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す

る
者
の
氏
名
及
び
住
所

る
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
保
険
料
の
額
及
び
納
期
限
又
は
当
該
保
険
料

二

減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
保
険
料
の
額
及
び
納
期
限
又
は
当
該
保
険
料

の
徴
収
に
係
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
に
係
る
月

の
徴
収
に
係
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
に
係
る
月

三

減
免
を
必
要
と
す
る
理
由

三

減
免
を
必
要
と
す
る
理
由

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
理
由
が
消

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
理
由
が
消

滅
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
市
（
区
、
町
、
村
）
長
に
申

滅
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
市
（
区
、
町
、
村
）
長
に
申

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
険
料
に
関
す
る
申
告
）

（
保
険
料
に
関
す
る
申
告
）

第
二
十
五
条

第
一
号
被
保
険
者
は
、
毎
年
度
何
月
何
日
ま
で
（
保
険
料
の
賦

第
二
十
五
条

第
一
号
被
保
険
者
は
、
毎
年
度
何
月
何
日
ま
で
（
保
険
料
の
賦

課
期
日
後
に
第
一
号
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
は
、
当
該
資
格
を
取

課
期
日
後
に
第
一
号
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
は
、
当
該
資
格
を
取

得
し
た
日
か
ら
何
日
以
内
）
に
、
第
一
号
被
保
険
者
本
人
の
所
得
状
況
並
び

得
し
た
日
か
ら
何
日
以
内
）
に
、
第
一
号
被
保
険
者
本
人
の
所
得
状
況
並
び

に
当
該
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
市
町

に
当
該
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
市
町

村
民
税
の
課
税
者
の
有
無
そ
の
他
市
（
区
、
町
、
村
）
長
が
必
要
と
認
め
る

村
民
税
の
課
税
者
の
有
無
そ
の
他
市
（
区
、
町
、
村
）
長
が
必
要
と
認
め
る

事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
市
（
区
、
町
、
村
）
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
市
（
区
、
町
、
村
）
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

第
六
章

罰
則

第
六
章

罰
則

第
二
十
六
条

こ
の
市
（
区
、
町
、
村
）
は
、
第
一
号
被
保
険
者
が
法
第
十
二

第
二
十
六
条

こ
の
市
（
区
、
町
、
村
）
は
、
第
一
号
被
保
険
者
が
法
第
十
二

条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
と
き
（
同
条
第
二
項
の
規
定

条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
と
き
（
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
か
ら
届
出
が
な
さ

に
よ
り
当
該
第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
か
ら
届
出
が
な
さ

れ
た
と
き
を
除
く
。
）
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し

れ
た
と
き
を
除
く
。
）
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し

、
十
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

、
十
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

第
二
十
七
条

こ
の
市
（
区
、
町
、
村
）
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
後
段
、
法

第
二
十
七
条

こ
の
市
（
区
、
町
、
村
）
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
後
段
、
法

第
三
十
一
条
第
一
項
後
段
、
法
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
後
段
、
法
第
三
十

第
三
十
一
条
第
一
項
後
段
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
後
段
、
法
第
三
十
五
条



一
六
頁

四
条
第
一
項
後
段
、
法
第
三
十
五
条
第
六
項
後
段
、
法
第
六
十
六
条
第
一
項

第
六
項
後
段
、
法
第
六
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
法
第
六
十
八

若
し
く
は
第
二
項
又
は
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
証

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
証
の
提
出
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
じ

の
提
出
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
じ
な
い
者
に
対
し
十
万
円
以
下
の
過
料
を

な
い
者
に
対
し
十
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

科
す
る
。

第
二
十
八
条

こ
の
市
（
区
、
町
、
村
）
は
、
被
保
険
者
、
第
一
号
被
保
険
者

第
二
十
八
条

こ
の
市
（
区
、
町
、
村
）
は
、
被
保
険
者
、
第
一
号
被
保
険
者

の
配
偶
者
若
し
く
は
第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ

の
配
偶
者
若
し
く
は
第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ

の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
が
正
当
な
理
由
な
し
に
、
法

の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
が
正
当
な
理
由
な
し
に
、
法

第
二
百
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は

第
二
百
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は

提
示
を
命
ぜ
ら
れ
て
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員

提
示
を
命
ぜ
ら
れ
て
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員

の
質
問
に
対
し
て
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
は
、
十

の
質
問
に
対
し
て
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
は
、
十

万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

第
二
十
九
条

こ
の
市
（
区
、
町
、
村
）
は
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ

第
二
十
九
条

こ
の
市
（
区
、
町
、
村
）
は
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ

り
保
険
料
そ
の
他
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
（
法
第
百
五
十
条
第
一

り
保
険
料
そ
の
他
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
（
法
第
百
五
十
条
第
一

項
に
規
定
す
る
納
付
金
及
び
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
延
滞
金

項
に
規
定
す
る
納
付
金
及
び
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
延
滞
金

を
除
く
。
）
の
徴
収
を
免
れ
た
者
に
対
し
、
そ
の
徴
収
を
免
れ
た
金
額
の
五

を
除
く
。
）
の
徴
収
を
免
れ
た
者
に
対
し
、
そ
の
徴
収
を
免
れ
た
金
額
の
五

倍
に
相
当
す
る
金
額
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

倍
に
相
当
す
る
金
額
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

第
三
十
条

前
四
条
の
過
料
の
額
は
、
情
状
に
よ
り
、
市
（
区
、
町
、
村
）
長

第
三
十
条

前
四
条
の
過
料
の
額
は
、
情
状
に
よ
り
、
市
（
区
、
町
、
村
）
長

が
定
め
る
。

が
定
め
る
。

２

前
四
条
の
過
料
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
発
す
る
納
額
告
知
書
に
指
定

２

前
四
条
の
過
料
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
発
す
る
納
額
告
知
書
に
指
定

す
べ
き
納
期
限
は
、
そ
の
発
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
上
を
経
過
し
た

す
べ
き
納
期
限
は
、
そ
の
発
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
上
を
経
過
し
た

日
と
す
る
。

日
と
す
る
。

附

則

附

則

第
一
条
～
第
六
条

（
略
）

第
一
条
～
第
六
条

（
略
）

（
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
日
）

＊
第
七
条

介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第



一
七
頁

七
十
七
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
日
は
、
平
成

年

月

日
と
す
る
。
（
注
七
）

附

則
（
平
成
十
八
年
○
月
○
日
改
正
関
係
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
（
た
だ
し

、
第

条
の
規
定
は
、
公
布
日
か
ら
施
行
す
る
。
）

（
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
後
の
何
市
（
区
、
町
、
村
）
介
護
保
険
条
例
第
十
五
条
の
規
定

は
、
平
成
十
八
年
度
分
の
保
険
料
か
ら
適
用
し
、
平
成
十
七
年
度
以
前
の
年

度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
平
成
十
八
年
度
及
び
平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
特
例
）

＊
第
三
条

介
護
保
険
法
施
行
令
及
び
介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に

関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
二
十
八
号
。

こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
十
八
年
介
護
保
険
等
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則

第
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
第
一
号
被
保

険
者
の
平
成
十
八
年
度
の
保
険
料
率
は
、
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
第
一
号
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
属
す

る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
が
平
成
十
八
年
度
分
の
地
方
税

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民

税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
百

二
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
が

課
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
た
場
合
、
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当

す
る
も
の

何
円

二

第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
属
す

る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
が
平
成
十
八
年
度
分
の
地
方
税



一
八
頁

法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
た
場
合
、

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の

何
円

三

第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
属
す

る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
が
平
成
十
八
年
度
分
の
地
方
税

法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
た
場
合
、

第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
も
の

何
円

四

第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
属
す

る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
（
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
号
）
附
則
第
六
条
第
二
項
の
適
用
を

受
け
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
二
項
経
過
措
置
対
象
者
」
と

い
う
。
）
に
限
る
。
）
が
平
成
十
八
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る

市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
た
場
合
、
第
十
五
条
第
一
項

第
一
号
に
該
当
す
る
も
の

何
円

五

第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
属
す

る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
（
第
二
項
経
過
措
置
対
象
者
に

限
る
。
）
が
平
成
十
八
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税

が
課
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
た
場
合
、
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
該

当
す
る
も
の

何
円

六

第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
属
す

る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
（
第
二
項
経
過
措
置
対
象
者
に

限
る
。
）
が
平
成
十
八
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税

が
課
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
た
場
合
、
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
該

当
す
る
も
の

何
円

七

第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
属
す

る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
（
第
二
項
経
過
措
置
対
象
者
に

限
る
。
）
が
平
成
十
八
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税

が
課
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
た
場
合
、
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
該

当
す
る
も
の

何
円

２

平
成
十
八
年
介
護
保
険
等
改
正
令
附
則
第
四
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
第
一
号
被
保
険
者
の
平
成
十
九
年
度
の
保
険
料



一
九
頁

率
は
、
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
第

一
号
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
属
す

る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
が
平
成
十
九
年
度
分
の
地
方
税

法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
た
場
合
、

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の

何
円

二

第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
属
す

る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
が
平
成
十
九
年
度
分
の
地
方
税

法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
た
場
合
、

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の

何
円

三

第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
属
す

る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
が
平
成
十
九
年
度
分
の
地
方
税

法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
た
場
合
、

第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
も
の

何
円

四

第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
属
す

る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
（
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
第
六
条
第
四
項
の
適
用
を
受
け
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
第
四
項
経
過
措
置
対
象
者
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
が
平
成

十
九
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な

い
も
の
と
し
た
場
合
、
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の

何

円
五

第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
属
す

る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
（
第
四
項
経
過
措
置
対
象
者
に

限
る
。
）
が
平
成
十
九
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税

が
課
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
た
場
合
、
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
該

当
す
る
も
の

何
円

六

第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
属
す

る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
（
第
四
項
経
過
措
置
対
象
者
に

限
る
。
）
が
平
成
十
九
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税

が
課
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
た
場
合
、
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
該



二
〇
頁

当
す
る
も
の

何
円

七

第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
属
す

る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
（
第
四
項
経
過
措
置
対
象
者
に

限
る
。
）
が
平
成
十
九
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税

が
課
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
た
場
合
、
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
該

当
す
る
も
の

何
円

（
注
一
）

居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
を
規
定
す
る
。

例

訪
問
介
護

（
注
一
）

居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
を
規
定
す
る
。

例

訪
問
介
護

（
注
二
）

居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
を
規
定
す
る
。

例

訪
問
介
護

（
注
二
）

居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
を
規
定
す
る
。

例

訪
問
介
護

（
注
三
）

連
帯
納
付
義
務
者
の
規
定
が
必
要
な
の
は
、
連
帯
納
付
義
務
者
に

（
注
三
）

連
帯
納
付
義
務
者
の
規
定
が
必
要
な
の
は
、
連
帯
納
付
義
務
者
に

対
し
て
納
入
通
知
書
に
よ
り
納
付
を
求
め
る
場
合
で
あ
り
、
ま
た
、
世
帯

対
し
て
納
入
通
知
書
に
よ
り
納
付
を
求
め
る
場
合
で
あ
り
、
ま
た
、
世
帯

主
に
係
る
連
帯
納
付
義
務
の
み
を
運
用
す
る
場
合
は
、
「
連
帯
納
付
義
務

主
に
係
る
連
帯
納
付
義
務
の
み
を
運
用
す
る
場
合
は
、
「
連
帯
納
付
義
務

者
」
に
か
わ
り
「
第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
」
と
規
定

者
」
に
か
わ
り
「
第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
」
と
規
定

す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
（
二
十
条
も
同
様
）

す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
（
二
十
条
も
同
様
）

（
注
四
）

暫
定
賦
課
を
行
う
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
暫
定
賦
課
に
係
る
納
期

（
注
四
）

暫
定
賦
課
を
行
う
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
暫
定
賦
課
に
係
る
納
期

終
了
後
の
最
初
の
納
期
を
規
定
す
る
。

終
了
後
の
最
初
の
納
期
を
規
定
す
る
。

（
注
五
）
・
（
注
六
）

（
略
）

（
注
五
）
・
（
注
六
）

（
略
）

（
注
七
）

介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
新
予
防
給
付
を
条
例
で
定
め
る
日
ま
で
実
施
し
な
い
場
合

に
規
定
す
る
。




